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 就労継続支援Ｂ型事業所ワークホーム ハピネスが就労訓練の場として
取り組むジェラート＆スウィーツの店「Ｓｅｎｄ happiness」が、４月１３日の
グランドオープンに先駆け３月３０日（土）プレオープンしました。 

 初日は中日新聞に取り上げていただいたこともあり、大勢のお客様でに
ぎわいました。 

 地元の旬の食材を使い、お店で手作りしたジェラートとプリンを販売して
います。明るく改修したお店には、ほっこりくつろげるスペースもあります。 

食べていただいたお客様からは、ジェラートもプリンもとてもおいしいと言っ
ていただきました。 
 販売・製造に関わるメンバーもスタッフと共に生き生きと働いています。 

 おいしいジェラートとスウィーツを通してみなさまに幸せを届け、みなさま
に喜んでいただけることで、働く人たちも幸せになれる・・・そんなお店をめ
ざしてがんばります。 
 ぜひお越しください!! 

 店舗情報 
場  所   豊川市諏訪３－１４８ 
         リブラ２ １階 
営業日   月～土（日・祝休み） 
営業時間 １１：００～１８：００ 
※プレオープン中（４月１１日まで）は 
  １１：００～１６：００ 

 ４月１日から豊川市開発ビル（プリオ）の清掃作業をメンタルネット
とよかわが請け負うことになり、ワークホーム ハピネスの就労訓練
として始めました。 

 プリオの休日（年間１０日くらい）以外は毎日、プリオⅠ・Ⅱのテナ
ント以外の共有部分やトイレ、駐車場、バックヤード、外回りの清掃
を行います。 

 朝８時から夜９時までをいくつかに区切り、メンバーと職員、掃除
担当のパートさんとでやっています。 

これまで、国府駅や老人の施設等の清掃作業はやってきましたが、
これほど大きな規模のお掃除は初めてです。店内は広くトイレもたく
さんあり、慣れないうちは１０時の開店までに済ませるのは大変で
すが、せっかくいただいた仕事なので、しっかりとやって 
いきたいと思っています。 

メンタルネットとよかわ 

 総会のお知らせ 
 
★日時  ５月１８日（土）１０：００～ 
 
★会場  ウィズ豊川 視聴覚室 
 
正会員の方はぜひご出席ください。 
当日会場で年会費を納めてください。 

相談支援センターが二人体制になります！ 
  
 「相談支援」という言葉が耳慣れない方、「相談員がついてま
す」という方、「サービス等利用計画を作ってもらっています」と
いう方、相談支援事業との関わりはさまざまかと思います。 
 障がい者相談支援センター「メンタルネットとよかわ」は、豊川
市の委託を受けて障がいをお持ちの方の福祉サービスの利用
援助や地域生活をしていくうえでの様々な相談に応じています。
また、福祉サービスを利用している方のサービス等利用計画を
作成しています。平成２５年度の主な担当地域は御津と小坂
井です。 
 年々増加している相談件数やサービス等利用計画の作成に
対応していくため、平成２５年度からは相談支援専門員に小野
田道代さんが配置され、二人体制でスタートします。 
メンタルネットの他の事業所とは違った動きをしていま 
すのでわかりづらいかもしれませんが、 
二人でダッグを組んで「障がいが 
あっても地域で普通に生活できる」 
ための支援をめざして、地味～に 
がんばります。 (管理者 岡本由紀子) 

４月の卓球教室 
 ◆１９日（金）１３：００～ 
   豊川市体育館 
 ◆２６日（金）１３：００～ 
   文化センター 

 新年度にあたって 
                 理事長   岩附佑治 
 

 昨年度は６月に「瑞宝太鼓」による和太鼓の演奏会をはじめ、事
業所ごとの年中行事や京都一泊旅行、バレーボールの愛知県大
会優勝など各種行事において多くの成果を収めてまいりました。
また法人組織においても、ステップ・１の組織改革としてワーク
ホーム ハピネスが新たに誕生し、新しい就労支援体制が整いま
した。 

 そのワークホーム ハピネスの新規事業として、３月３０日に手
作りジェラート＆スウィーツの店「センド ハピネス」がプレオープン
し、４月１３日にグランドオープンの運びとなりました。 

 また、この４月１日からプリオⅠ・プリオⅡ及び公共駐車場の清
掃作業も受託することとなりました。このような事業の拡充に伴い、
メンバーさんに、より多くの就労機会を提供することができることと
なりましたが、障がいを持つ方々が就労を通じて、地域の一員とし
て活躍し、自立していくことが最も意義あることだと考えます。 

 また、折しも４月１日から障害者自立支援法の拡充として、障害
者総合支援法が施行され、障害者雇用促進法による雇用率の引
き上げもなされ、今後も精神障がい者の雇用の義務化に向けての
法整備がなされていくこととなりました。 

 平成２５年度も引き続きこれら法人を取り巻く環境変化に的確に
対応し、メンタルネットとよかわの果たすべき役割にのっとり、着実
に歩んでまいりたいと考えます。 

 今年度も引き続き、温かいご理解とご協力をお願い申し上げま
す。 

  ソフトボール大会のお知らせ 
   
  ☆ 日時  ５月１日（水）午後１：００～ 
 
  ☆ 場所  文化広場（桜ケ丘ミュージアム） 
 


